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去る６月９日（火）に開催された理事会で承認されました

新規会員の方をご紹介します。 
                  （※敬称略） 

企業名・代表者     所在地   業種 

(有)松尾計数管理事務所 

松尾 和始 

  

岡垣町松ヶ台 

3-8-2 

新車、中古車 

販売 

アジアンキッチン  

谷川 俊之 

小倉北区三郎丸 

2-6-1          

 

飲食店 

(株)カスミ 

井筒 嘉寿 

芦屋町山鹿 

20-16 

建設業 

藤木電気管理事務所 

藤木 佳八朗 

芦屋町芦屋 

1081-10 

 

電気保安管理 

丈心工業 

山下 丈太郎 

八幡西区本城学研台 

2-24-10 

 

総合建設 

(有)テクノ・九州 

足立 早苗 

芦屋町大字芦屋 

1036-1 

精密機械の 

部品加工 

DESIＧN FACTORY 

KAMELEON 

井浦 康行 

 

 

 

遠賀町大字鬼津 

2576-1 

バイクカスタ

ムペイント 

(株)アートホーム 

麥田 啓二 

若松区高須南 

1-8-38 

建設業 

 

 

 

  新規会員事業所のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★商品券の換金方法について★ 

 

“あしや 得 通貨”を販売いたしました！！ 

平成 27 年 5 月より商品券の換金は、芦屋町商工会にて毎週火曜日と金曜日の10：00～16：00 の間で1 日 1 回までとさせて頂きます。 

換金方法は以下の３通りです。会員事業所の皆様には、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力をお願い申しあげます。なお、使用有効期限が過ぎている商品券は換金できま

せんので、受け取られた商品券の有効期限を必ずご確認くださいますようお願い致します。 

①5 万円未満（49,500 円）は、従来通り、窓口にて即日換金 

②5 万円以上 10 万円未満（50,000～99,500 円）は、前日の 16：00 迄にご連絡頂いた場合のみ即日換金 

③10 万円以上は月末締めの翌月 10 日のお振込み（※振込手数料は商工会が負担いたします） 

 

 

 

 

 

 

 

＋ 

通年商品券 

＋ 

プレミアム付にこにこ商品券 マル得通貨 

 
それぞれ
・ ・ ・ ・

の
・

商品券
・ ・ ・

ごと
・ ・

に上記①～③の

方法で換金させていただきます 

8/13（木）～8/1４（金）のお盆期間中の商工会ですが、今年も通常通り開館致しております！何かありましたらお気軽にお立ち寄りください。 

（※但し、お盆期間中の商品券の換金業務は行いませんのでご注意ください） 

 ７月１日（水）９：００より、町外者限定の「あしや〇得通貨」を芦屋町商工会館、芦屋町観光協会のアシカンモール、マリンテラスあしや、てのや

商店で販売いたしました。この通貨は国及び芦屋町の支援を受け、町内事業所の活性化と消費拡大を目的に発行しており、２０％のプレミアムが付く A

券（6,000円分を 5,000 円で購入可能）と３０％のプレミアムが付く B券（1万 3,000 円分を１万円で購入可能）の２種類を販売しました。 

当日の商工会館には、早朝から多くの購入者が押し寄せるほどの人気ぶりで、B券は販売開始３０分で完売するほど大盛況に終わりました。 

 芦屋町は２００２年に過疎地域に指定され、近年は隣接する北九州市のベッドタウンとなっていますが、現在人口は１万５千人を下回り、住民の高齢

化、商店街の衰退、雇用等、様々な問題を抱えています。芦屋町だけでなく日本各地が同様の問題を抱えていますが、町おこしや地域ブランドの確立等

の取組みにより活性化に成功した事例も数多く存在します。芦屋町は、歴史が深く、自然が豊かで美しい海もある等、豊富な観光資源に恵まれているに

もかかわらず、観光地としては他地域に遅れをとってしまっているのが現状です。この「あしや〇得通貨」は、「芦屋の魅力をもっと町外の人に知っても

らいたい！」、「芦屋で食べて、観て、遊んでもらって、町の活性化に繋げたい！」という思いから行った県内初の取組みで、新聞各社、テレビ等のメデ

ィアでも大きく取り上げられました。 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金  商工会と販路開拓に取り組みませんか？ 

小規模事業者持続化補助金の追加公募をいたします。 
「小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者が商工会と一体となって販路開拓に取り組む
費用の 2/3 を補助するというものです。ぜひ、これを活用し販路開拓に取り組んでみませんか？ 

＜商店や飲食店で想定される取り組み例（※一部）＞ 
①広告宣伝 
・新たな顧客層の取り組みを狙ったチラシやのぼり旗等の作成 

②集客力を高める為の店舗改装 
 ・居心地の良い店舗づくりにより、より幅広い年代層の集客を図る 
 ・顧客が店に立ち寄りやすくするような外観のやり替え工事等 
③商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更 
 ・古くなった商品パッケージのデザインを一新 

 

●対象となるのは？ 

商工会地区で事業を営む事業者 

●対象となる事業は？ 

①販促用チラシの作成、配布  ②販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告） 

③商談会、見本市への出展   ④店舗改装（陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む） 

⑤商品パッケージ改良     ⑥ネット販売システムの改築   ⑦移動販売、出張販売 

⑧新商品の開発        ⑨景品、販促品の製造、調達など 

※倍率が高くなることが予想されます。単なる販売促進、備品の購入、内装工事ではなく、 

「こういう目的でこういうことをする」といった具体的な計画が必要になります。 

●その他の条件は？ 

①所定の書式により事業計画を提出できる事業者（商工会がお手伝いいたします注）丸投げは不可） 

②それにより売上を上げること 

●申込期限 7/24（金）（※申請締切日は 7/31 ですが、書類作成等の時間を考慮して 7/24 受付分までとさせて頂きます） 

●問い合わせ先 芦屋町商工会（☎２２２－２１１１）武谷、吉岡まで 

 

商工会はお盆期間中も休まず開館しております！ 

人！人！人～！！！ 
お得なクーポン付！  

スタンプラリーで豪華景品も 

ゲットしちゃおう♪ 



（担当：平井、畑江） 

 

 

 

詳しくはホームページへ 

 

中退共 

 

検索 

 

 

 

 

〜7・8 月商工会行事〜 

 7/21（火） 10：00～15：00  一日公庫 

７/23（木） 17：30～20：20  航空自衛隊芦屋基地納涼祭    

7/24（金）  9：30～15：30     税務相談日 

7/25（土）  19：45～21：00   あしや花火大会 

8/6（木）  10：00～16：00    税務相談日  

8/17（月） 10：00～16：00    税務相談日  

8/25（火） 10：00～16：00    税務相談日 

 

 

 

 

〜その他年間行事〜 

 
10/11（日）      町民体育祭 
10/23（金）〜11/8（日） あしや砂像展２０１５ 
11/22（日）     航空自衛隊芦屋基地航空祭 
平成２８年 
1/17（日）     農業祭         
 

第 6 回“筑前芦屋はしご酒祭り”参加希望店募集！ 

★商工会料飲部会×砂像展コラボ企画★ 

  商工会トップセミナー開催 

芦屋町商工会では会員事業所さまのプレスリリース情報を募集していま

す。“プレスリリース”とは、企業の商品やサービス、地域の観光情報など

をテレビ・新聞・雑誌・ニュース等のメディアに向けて情報提供することで

す。事業者の新商品や新サービス、県内各地の観光・イベント情報等を福岡

のテレビ・新聞などの雑誌各社のマスメディアに事業者の皆さまに代わって

情報配信します。それにより、商取引の拡大（観光客誘致・販売チャネル

拡大などの市場開拓）を目指します。（※お申込みが多数の場合は、プレスリリ

ースできない場合もあります）なお、このサービスは無料で実施しております。 

 

 

～マイナンバー講習会開催のお知らせ～ 

〜税理士による税の無料相談会開催のお知らせ〜 
税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。相続税、贈与税、所得税、法

人税等、日頃気になっている税に関する様々なお悩みを税のスペシャリストである
税理士の先生に聞けるチャンスです！ぜひこの機会にご利用ください。相談は無料
です。お申込みは事前に商工会（☎222-2111 担当：平井、畑江）までお電話
でお申込みください。 

◇日 時：7/24（金）9：30～15：30 
     8/6（木）、17（月）、25（火） 
    ※7/24 以外はいずれも 10 時～16 時の時間帯です。 

 ◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士  
      堀江 祐治先生 
 

6 月 30日（火）、ホテルオークラ福岡にて平成 27 年度商工会トップセミ
ナーが開催されました。県内各商工会長・副会長が一同に会し、地方創生と
中小企業の活力強化のための意見交換及び交流会を行いました。 
芦屋町商工会からは、黒山敏治会長、占部吉郎副会長、福島直人副会長の三
名が出席しました。 

“砂像展チケット or 半券チケットを使ってお得な特典を GET しよう♪” 

～協賛店大募集！！～ 

 

＜協賛店舗として登録していただきたい事業所＞ 
①町外のお客様に積極的にお店のＰＲをしたい事業所 
②砂像展の集客効果を利用して町外からのお客様を 
呼び込みたい事業所 

③少しでも売上を上げたいと思う事業所 
④お店の認知度を上げたいと思う事業所 
⑤なんとかして芦屋を盛り上げたいと思う事業所 

 

あしや花火大会当日の“通行許可証”発行について 
 

毎年恒例の“あしや花火大会”が下記の日程で開催されます。 
当日は交通規制が行われ、配達等で通行される方は“通行許可証が発行され
ます。商工会でも発行しておりますので、必要な方は商工会までお越しくだ
さい。※通行許可証を持っていても 19：30～22：00 の間は通行できませんのでご注

意ください 

日時：7 月 25 日（土） 19：45 ～ 21：00 

（※雨天・荒天による順延の場合、翌日 26 日（日）となります。） 

場所：遠賀川河口（芦屋橋上流） 

 

事業所様の プレスリリース  情報を募集中！ 

 
全国のマスコミにＰＲさせていただきます！ 

商工会は会員の皆様を応援します！ 

平成 27 年 10 月より国民全員にマイナンバーが交付され、平成 28 年 1 月
からは社会保障、税などの行政手続きでの利用が始まります。事業者は規模を
問わず、事業者は規模を問わず、税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り
扱うため、従業員等からマイナンバーを収集し、個人情報を適切に管理するこ
とが求められます。今回のセミナーでは、開始が迫るマイナンバー制度につい
て、制度概要などの基礎知識から、実務で必要となる具体的な制度への対応策
まで、ケーススタディも含めて企業の実務対応を解説いたします！詳細につき
ましては、同封のパンフレットをご覧ください。 

●開催日時：8 月 26 日（水）14：00～15：30 
●場所：遠賀町商工会 2 階大会議室 
●定員：30 名 
●商工会員：無料 
●締切：8 月 10（月） 

 

 

  健康診断のお知らせです 
商工会会員で芦屋町民の方対象に健康診断を下記の日程で行います。仕事を頑張ることがで

きるのも、健康な心身があってこそ、です。商工会会員の方は商工会が実施する助成金の対象
となりますので、この機会にぜひ受けてみませんか？国民保険と協会けんぽ（社会保険）で日
程が異なりますのでご注意ください。 

＜国民健康保険加入者＞ 

☆とき：9/6（日）、29（火）、10/14（水） 
☆ところ：芦屋中央病院 受付 8：30～8：30 
☆申込締切：8/7（金）商工会（☎222-2111 

担当：津田）まで（※検診内容等の詳細につき
ましてはお問合せください） 
☆案内の送付：申込んでいただいた方には検診

日の２週間前までに芦屋町役場健康づくり係よ
り案内と問診票を送付します。 

＜協会けんぽ加入者（※町内外問わず）＞ 
☆とき：10/6（火）、８（木）、９（金） 
☆ところ：芦屋中央病院 受付 8：15～8：30 
☆申込締切：8/7（金）  
芦屋中央病院（☎222-2931）検診係へ（※そ
の際に「芦屋町商工会員です」と仰ってください 
☆検診内容等：協会けんぽから届いているピン
クの色の案内をご確認ください。 
☆案内の送付：8/7（金）までにお申込み頂いた
方に、9/25（金）までに検診セットを送付します。 

国の制度だから安心・確実！ 

●新規加入や掛金月額を増額する場合、掛金の一部を国が助成します。 

●掛金は全額非課税で、手数料もかかりません。 

外部積立型だから管理が簡単！ 

●従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせします。 

●退職金は、中退共から直接従業員へ支払われます。 

※パートさんもご加入いただけます。 

「中退共」の退職金制度なら、掛金に国の助成が受けられます！ 

中退共制度って？ 
中小企業退職金共済制度（略称：中退共制度）は。昭和 34 年に国の中小企業対策

の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。 

 ご存じですか？ 

国選択無形民俗文化財にも指定されている芦屋の初節句をお祝いする八朔行事
を下記の日時で開催いたします。 

9/26（土）、9/27（日） 
午前 10：00～ 

 アッシーも来るよ！ 

☆開催日時：10 月 21 日（水）午後 7：00～午後 9：00 
☆開催場所：芦屋町内 
☆参加条件：芦屋町商工会会員 
☆接待の範囲：各店原則として、お客様一名につき 1 ドリンク・1 チャームを提供 

☆各店舗へのバック：600 円/1人 
☆参加料：1,000 円（※のぼり旗作成のための費用に充てさせて頂きます） 
☆申込方法：申込用紙に必要事項を記載の上、商工会へ提出してください 

（※申込用紙は商工会にあります） 
☆締切：7 月 31（金）17：00 迄 

 

 

 

第 6 回「筑前芦屋はしご酒祭り」の参加希望店を募集いたします。 
新規顧客をリピーターへと繋げる販促活動として、ぜひご応募ください！ 

 

ファミリーフィッシング飲食ブース出店者募集！ 

 芦屋町商工会青年部が主催する親子の釣り大会“ファミリ
ーフィッシング in アクアシアン（１１/15（日）開催予定）”
において、飲食ブースを設ける予定です。詳細は未定ですが、
出店についてご興味のある方は商工会（☎２２２−２１１１ 
担当：武谷）までご一報ください。 

検索 

芦屋町商工会料飲部会では、“あしや砂像展 2015”の開催期間中の集客効果

を狙った“砂像展チケット or半券チケットを使ってお得な特典をGETしよう♪”

という企画の協賛店を募集します。昨年、砂像展の来場者数は、なんと 3 万 5 千

人にも及び、町外から多くの観光客が訪れました。今年は開催時間の延長も予定

されていることから、仕事帰りのビジネスマンの来場も期待されます。 

この訪れた観光客の方達を少しでも長く町内店舗に立ち寄ってもらえるように、

砂像展チケットまたは半券を協賛店舗に提示するとお得な特典が受けられるよう

にすることで、新規顧客の開拓のきっかけづくりにしてもらい、将来
はリピーターへと繋げていただけたら、と思っています。登録料は無料です。

詳細につきましては、同封のチラシをご確認の上、お申込みください！ 
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